
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月３１日（日） １０時１０分ごろ 

発生場所 大阪府大阪市淀川 

西日本旅客鉄道株式会社東海道本線京都線の大阪府大阪市所在の上淀川

橋梁の橋脚付近 

（概位 北緯３４°４３.２′ 東経１３５°３０.２′） 

事故調査の経過 平成２３年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ Ｆ
エフ

Ｘ
エックス

１６０、０.１トン 

２５０－５０７８６兵庫、個人所有 

２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１０３kＷ、平成１６年６月 

Ｂ 水上オートバイ 篤
あつ

姫
ひめ

、０.１トン 

２５０－５２７２２兵庫、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８０kＷ、平成１９年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２２年５月２４日 

免許証交付日 平成２２年５月２４日 

（平成２７年５月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２２年３月５日 

免許証交付日 平成２２年３月５日 

（平成２７年３月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部亀裂等 

Ｂ 左舷船首部圧損等 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、

両船を含む４隻の水上オートバイが、共に淀川を遊走した。 

Ａ船は上流に向けて時速約６０km の速力で東進中、Ｂ船は下流に向けて

時速約６０km の速力で西進中、両船は、西日本旅客鉄道株式会社東海道本

線京都線の大阪府大阪市所在の上淀川橋梁（以下「上淀川橋梁」という。）
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の橋脚付近において、平成２３年７月３１日１０時１０分ごろＡ船の船首

部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の左舷船首部付近と衝突した際、船長Ａが、前方に飛ばさ

れ、Ｂ船の左舷船尾部付近と衝突した。 

船長Ａは、病院に搬送されたが、内臓破裂による死亡が確認された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

 その他の事項 上淀川橋梁は、淀川に設置された鉄道専用の橋梁であり、幅約１４０ｍ

の水面には、約３０ｍ間隔で橋脚が設置されており、水上オートバイは、

橋脚間を航行していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

Ａ船は、上淀川橋梁の橋脚付近において、同橋

梁の下流側から上流に向けて東進中、Ｂ船と正船

首付近から衝突したものと考えられるが、船長Ａ

が死亡したことから衝突に至った状況を明らかに

することはできなかった。 

船長Ａは、衝突した際、前方に飛ばされてＢ船

の左舷船尾部付近と衝突した可能性があると考え

られる。 

船長Ａの死因は、内臓破裂による失血死であっ

た。 

Ｂ船は、上淀川橋梁の橋脚付近において、同橋

梁の上流側から下流に向けて西進中、Ａ船と正船

首付近から衝突したものと考えられるが、船長Ｂ

から情報が十分に得られなかったため、衝突に至

った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、上淀川橋梁の橋脚付近において、Ａ船が上流に向けて東進

中、Ｂ船が下流に向けて西進中、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

 




